
公共施設使用料の料金体系 （単位：円） 資料５
No. 施設 内訳

平日単価

（１時間）

休日単価

（１時間）
倍率

冷暖房

加算

照明代

加算

町外利用

割増倍率

営利利用

割増倍率

全時間

使用割引

1,000

500

500

100

2 コミュニティーホール ホール 400 600 1.50 200 － 2.0 2.0 0.8

ふれあい大ホール 1,800 2,160 1.20

料理教室 800 960 1.20

創作室 700 840 1.20

和風研修室／軽運動室／交流広間（東） 600 720 1.20

会議室A～E／談話室／さくらんぼ教室／交流広間（中・西） 500 600 1.20

温水プール（団体使用）　※個人使用は無料 1,400 1,680 1.20 ピアノ 1,000

入浴料（12歳以上） 200（回） 200（回） 1.00 仮設舞台 2,000

入浴料（6歳から12歳） 100（回） 100（回） 1.00 金屏風 2,000

入浴料（6歳未満） 0 0 ー カラオケ設備一式 2,000

ビデオプロジェクター・スクリーン付一式 1,000

マイク設備一式 500

談話室 カラオケ設備一式 1,000

和風研修室 茶道具一式 1,000

ＯＡボード（コピー用紙別） 500

スライド映写機 500

スライド式スクリーン 500

衝立（一脚） 200

和太鼓（大１　小４）一式 1,000

研究開発室A・B 400 480 1.20

研修室 300 360 1.20

材料置場兼貯蔵庫 50（日・㎡） 50（日・㎡） ー

熟成室 10（日・樽） 10（日・樽） ー

アリーナ１／３ 600 900 1.50 400

アリーナ２／３ 1,200 1,800 1.50 800

アリーナ１／２ 900 1,300 1.44 600 防球スクリーン、ラケット類、得点板 30

アリーナ全面 1,800 2,700 1.50 1,200 卓球台、審判台 50

トレーニング室（1H） 150 150 1.00 支柱類（ネット含む。）、ﾊﾞｽｹｯﾄｺﾞｰﾙ、小ｽﾃｰｼﾞ（1台） 100

第１～第４会議室 500 500 1.00

第５会議室 600 600 1.00

展示コーナー（１日） 100 100 1.00 大ステージセット 2,000

和室 500 500 1.00 柔道畳セット 1,000

音楽室／美術・工芸室／調理実習室 700 700 1.00 講演台一式（舞台、演台） 2,000

研修室（試食室） 500 500 1.00 電動粘土ろくろ 500

多目的ホール（１） 700 1,000 1.43 舞台照明500 電気炉一式 1,000

多目的ホール（２） 600 900 1.50 舞台照明500 ストップウォッチ、ハンドマイク 50

多目的ホール（道場） 1,200 1,800 1.50 舞台照明500 長机（1台）、椅子（10脚）、司会台、移動式ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ 100

多目的ホール全面 2,500 3,700 1.48 舞台照明500 囲碁セット、将棋セット 200

スポーツ交流広場 0 0 － －

茶道用具一式、華道用具一式 1,000

その他附属備品 100

シャワー（1回） 100

コインロッカー１（１回） 100

コインロッカー２（１回） 200

西面1,500

東面1,000

全面2,000

テニスコート 500 700 1.40 500

7 池谷公園多目的ｺｰﾄ テニスコート 300 400 1.33 － 500 2.0 規定なし －

8 木津川河川敷多目的広場 Aコート／Bコート／Cコート 0 0 － － － － 規定なし －

9 ほうその運動公園 100 100 1.00 － － 2.0 規定なし －

体育館 200 200 1.00 200

格技場（精華西中学校） 300 300 1.00 －

全面2,000

北面1,500

南面1,000

テニスコート（精華西中学校） 200 200 1.00 250

特別教室（精華西中学校・東光小学校） 300 300 1.00 －

OHP、スライド映写機、プロジェクター、音響設備一式（音楽室除

く。）、ポータブルアンプ、スライド式スクリーン
500

他

共通

附属設備使用料は、施設使用許可時間を単位とする。

附属設備のみ使用する場合も同額とする。

300
スポーツカウンター、ファール回数表示器、大音量ホーン、ショットクロッ

ク、電光得点装置

アリーナ

交流広間

ふれあい大ホール

3,000

交流ホール1

無し

使用料は、施設使用許可日時を単位とする。

附属設備を部分的に使用する場合も同額とする。

4001.501,200800ホール

展示パネル１枚

0.8利用不可2.0－

附属設備の使用料は、施設使用許可時間を単位とする。

3 かしのき苑

各室共通

設備備品等料金

Ａ・Ｖ装置一式

マイク設備一式

移動式舞台一式

－ 利用不可 利用不可

規定なし2.0

0.8

－

多目的ホール

美術・工芸室

無し

無し

無し

無し

無し

無し

－

部分的に使用する場合も、同額とする。

音響設備一式／照明設備一式／35㎜映写機スクリーン一式／ビデ

オ機器・スクリーン一式／カラオケ設備・マイク２本付一式

－

2.0

※使用者総数

の内、町内者が

2/3に満たなけ

れば町外扱い

2.0 －

5

6

10

4 華工房 －

－
500

打越台グラウンド・テニスコート

むくのきセンター

700 1.40グラウンド

運動場 0 0学校施設 ー

－

－ －

2.0

－

規定なし

ー

2.0 0.8

2.0

※使用者総数

の内、町内者が

2/3に満たなけ

れば町外扱い


